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Ⅰ テレビシステム運営協会とビジネスモデル 

■ テレビシステム運営協会               

病院に入院中の患者さんが、テレビを見たい時に、視聴できるようベッドの横にテレビを設置しているテレビレンタル業

者の団体として、平成１６年４月テレビシステム運営協会を設立しました。   

（１） 名 称        テレビシステム運営協会 

（２） 所在地（事務局） 〒４６０－０００７ 名古屋市中区新栄１丁目４番１４号（㈱メディウムジャパン内） 

                ＴＥＬ ０５２－２４２－８７７８  ＦＡＸ ０５２－２４２－８５６７ 

（３） 会員数       33 社 

北海道地区     ２社                 東北地区   ２社 

関東地区     １３社                 信越地区   １社 

東海地区      ４社                 近畿地区   ７社 

中国地区      １社                 四国地区   １社    

九州地区      ２社 
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■ビジネスモデル                               

病  院 

 
 
 
 
 
 

患者さん                レンタル会社 

 

 

一般的設置物 

テレビ、冷蔵庫・セーフティボックス・床頭台（収納台） 

病院要望での設置物例 

個室電話・インターネット・院内放送システムなど 

 

入院時、テレビ・冷蔵庫

は、必需品 

病院は、利用料徴収を許可・設備投資不要 

レンタル会社から、手数料受け取り 

テレビなどを、設置 

患者さんは、有料で利用 

設置費用は、すべて、レンタル業者負担 

テレビカードの売上だけで、すべての費用を賄います 

投資額の関係で、契約期間は、通常５年～７年間 

このテレビレンタルのシステムは、 

大半の病院に導入され、 

今や病院・患者さんにとって、 

不可欠なものとなっています 
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Ⅱ 保有テレビ台数と現在のＮＨＫ受信料負担状況 

■ 保有台数 

 テレビシステム運営協会 33 社                全国の病院 

 

 

協会員のテレビは、全国の約２／３の病院・ベッドで、患者さんのお役に立っております。 

協会員の中で、テレビ設置台数の一番多い会社は、227 千台設置。 （ビジネスホテル最大手で、約 30 千台＝30 千室） 

 

■現在のＮＨＫ受信契約率                        

約 60 万台のテレビに関し、現在、協会員が負担している受信契約数は、約 14,000 契約です。  

仮に、1 病室に 3 ベッド（テレビ 3 台）とすると、20 万室となり、現行の受信規約【台数に関係なく１室に 1 契約】では 20 万

契約必要ですので、現在の契約率は、７％です。 換言しますと、14 室に 1 契約が現在の実態です。  

                                                 
全国の病院数・ベッド数は、厚生労働省大臣官房統計情報部編、財団法人厚生統計協会「平成 17 年医療施設調査病院報告」より引用 
……別冊「資料」ご参照 

● 設置テレビ数       約   ６０万台 

● 設置病院数        約４，３００病院 

● 一般病床数       約 ９０万床 

● 一般病院数       約 6,900 病院 
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■低水準の受信契約率に、とどまっている理由 

 

 

● 患者さんの要望で、テレビを持ち込む「貸しテレビ」からスタートしたビジネスです。 

● 「自宅からの持込テレビ」・「持込の貸しテレビ」は、受信料不要。 「設置済テレビ」は、ＮＨＫ受信料必要 

という不公平なＮＨＫのルールが納得できませんでした。 

● 入院は「生活の延長」であり、病室のテレビに、受信料がかかると二重払いになると理解していました。 

● 公的病院は、ＮＨＫ受信料が免除でした。 

● 昭和５３年に、ＮＨＫ受信料免除対象から、公的病院がはずれました。 

● 病院ごとの受信契約数は、個別交渉で決まり、公平な負担ではありませんでした。 

別の背景 

背  景 
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■ ＮＨＫ受信料支払い例と負担状況 

協会の個別企業の損益実績と受信料負担例を、ご説明いたします。 

 

①Ａ社のＮＨＫ受信料支払い例 

現　在　　１１．４部屋に１契約の割合で契約中 １部屋１契約の場合
　受信契約数 ４，８７５契約　 　受信契約数 ５５，７２２契約　

年間受信料実績 想定年間受信料

　経常利益 　経常利益

　　全テレビ台数 18/9期時点 １６７，１６６台　 　　全テレビ台数 左に同じ　　

　　概算病室数 ５５，７２２室　 　　概算病室数 左に同じ　　

６９百万円　 ８２７百万円　

１６６百万円　 １６６百万円　

 

 

現在の受信料は、６９百万円。利益に占めるＮＨＫ受信料は、２９％と、大きな負担です。 

17 年 3 月期･18 年 3 月期の売上、11,125 百万円･10,733 百万円。経常利益 200 百万円･166 百万円。レンタル売上は、6,763,百万円･7,284 百万円 
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利益に占める、受信料の割合 

受 信 料
６ ７ 受 信 料

利 益 総 額 百 万 円 利 益 総 額 ７ ７ 利 益 総 額 受 信 料 利 益 総 額 利 益 総 額
百 万 円 １ ５ ６

２ ３ ３ 経 常 利 益 ２ ３ ３ ２ ３ ３ 百 万 円 ２ ３ ３ ２ ３ ３
百 万 円 百 万 円 経 常 利 益 百 万 円 百 万 円 百 万 円

１ ６ ６
百 万 円 １ ５ ６ 経 常 利 益

百 万 円 77 受 信 料
百 万 円 ３ ９ ３

百 万 円

受 信 料
赤 字 ７ ８ ９

百 万 円
１ ６ ０

百 万 円

赤 字

５ ５ ６
百 万 円

現 　 　 　 在 １ 部 屋 １ 契 約 の 場 合２ 部 屋 １ 契 約 の 場 合５ 部 屋 １ 契 約 の 場 合10部 屋 １ 契 約 の 場 合



 

- 8 - 

②部屋数に対する受信契約数の変化と負担変化 

受信料の支払い増加は、テレビシステム運営企業の存続に、著しい影響が発生します。 

契約数の変化 

必要数 現在数 追加数

10室１契約の場合 5,572 4,875 697

５室１契約の場合 11,144 4,875 6,269

2室１契約の場合 27,861 4,875 22,986

1室１契約の場合 55,722 4,875 50,847
 

負担の変化 

カラー放送の場合

１８年３月期
の経常利益

損益への影響 受信料の大きさ

10室１契約の場合 67 百万円 10 百万円 77 百万円 166百万円 156 百万円 経営努力により吸収 受信料：利益＝１：２

５室１契約の場合 67 百万円 89 百万円 156 百万円 166百万円 77 百万円 利益半減以下に 受信料が、利益の倍額

2室１契約の場合 67 百万円 326 百万円 393 百万円 166百万円 ▲ 160 百万円 大幅赤字へ 受信料が、今の６倍に

1室１契約の場合 67 百万円 722 百万円 789 百万円 166百万円 ▲ 556 百万円 １期で、債務超過寸前 受信料が、今の１２倍に

口座振替による１２ヶ月前払いＮＨＫカラー受信料は、１４，９１０円

追加受信料負
担後利益

受信料総額
追加受信料

（税抜）
現在受信料

（税抜）

 

１０室1契約でも、現在より増加します。

５室 1 契約以上では、加速度的な増加

となります。 
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Ⅲ テレビシステム運営協会の理念 「公平負担・全員負担」 

 

■テレビシステム運営協会として、公平負担・全員負担 を目指す 

テレビシステム運営協会としては、現状、ＮＨＫ受信料について低負担の実態。 

ＮＨＫ受信料を支払っていない企業もある中で、協会員全員が支払うことにより、 

公平負担・全員負担の推進の一助になりたいと考えております。 

「公平負担・全員負担」の理念を実現するためにも、新たな「大口割引制度」の提案をいたします。 

 

受信料低負担 

契約率バラバラ 

不公平 

公平負担 

全員負担 
大口割引制度
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Ⅳ 「大口割引制度」のご提案 

■大口割引制度の仕組みとメリット 

「大口割引制度」では、 

従来の法人ごとの受信料契約を、業界団体での受信料契約へと変更します。    

              

   「現在の支払状況」                「大口割引制度」              「ＮＨＫの メ リ ッ ト 」 

 

 

 

 

                                                        ＜メリットの推定＞ １１億円のコスト削減 

                                                      事業所契約率 

７２％→９３％ 

①各法人各社ごとに 

②病院など事業所ごとに 

③当然、全国の放送局ごとに、 

バラバラの支払です 

①業界団体で、取り纏め 

②ＮＨＫの窓口も一本化    

③ＮＨＫの集金作業の集約 

 

ＮＨＫ契約コストの大幅削減 

④未契約の排除 

ＮＨＫ契約率 アップ 
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■ メリットの推定根拠                                            別冊「資料」ご参照 

現在の状況

● ＮＨＫによる「事業所契約率に関する調査」

契約対象室数 「ホテル旅館・病院等」にかかる
ホテル旅館 ８０万室 　４５万 55.5% ３５万 契約済受信料と、その契約コストの推計
病院等 ４６万室 　２０万 43.0% ２６万
小計 １２６万室 ① 　６５万 51.5% ④ ６１万 受信料総額 ③ ９，６９１百万円 （年払受信料14,910円×①）
その他 １６３万室 １４５万 １８万 契約コスト １，２０１百万円 （③×②）
事業所合計 ２８９万室 ２１０万 ⑤ 72.6% ７９万

１９年度ＮＨＫ契約収納関係経費（契約コスト）
　　７６１億円（受信料収入に対する比率　１２．４％・・・②）

病院等には、歯科・獣医等を含みます。

コスト削減・契約率変化の試算

●業界 団体で受信契約を取りまとめると、契約コストは限りなく０に近づくと考えます。コストが、仮に１／２０になると想定し次に試算しました。

現、契約コスト　１，２０１百万円

● テレビシステム運営協会では、現在７％の契約率となっています。テレビシステム運営協会として、100％の契約率を目指しています。
大口割引制度の導入により、仮に「ホテル旅館・病院等」の契約率約51％が、100％になると、受信契約数で６１万契約（④）の増加となります。

現、事業所全体契約数　２１０万 増加契約数　６１万 増加後、事業所契約数　２７１万 新、事業所契約率　93.7％（271万／289万）

現、事業所全体契約率（⑤） 新、事業所契約率
72.6% 93.70%

● 業界団体は「ホテル旅館・病院等」だけではありませんが、　「ホテル旅館・病院等」以外の事業所は、事業所契約率に関する調査では「その他」となっているため「ホテル旅館・病院等」だけで試算しました。

契約済数 契約率 未契約数

削減率　19/20 削減額　１，１４１百万円
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■最後に 

 

テレビシステム運営協会としては、「大口割引制度」を導入戴き「公平負担・全員負担」の理念を実現する

ためにも、当協会がＮＨＫにお願いしてまいりました企業が存続できる範囲の負担である「10 室 1 契約」

の「 割引率 」を、希望いたします。 

 

「大口割引制度」が、導入されますと前述のＮＨＫのメリットだけでなく、 

当協会としても現行の受信規約における「1 室 1 契約」の負担が、大幅に削減され、 

協会員に対し「公平負担・全員負担」の理念のもと、コンプライアンスの強化・企業イメージのアップなど、

受信料の適正負担に向け指導していくことが出来ます。   

是非とも「大口割引制度」の導入を検討いただきたくお願い申し上げます。 
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■ ・・・予備的なお願い・・・「入院患者が、視聴するテレビの受信料免除」の検討のお願い 

 

①「自宅からの持込テレビ」・「持込の貸しテレビ」は、受信料不要。 「設置済テレビ」だけは、ＮＨＫ受信料必要。 

 

②英国の場合は、一つの敷地にある病院のテレビは 1 受信料負担だけであります。（別冊「資料」ご参照） 

 

③「福祉の観点」  入院は、手術の為や治療の為やむを得ず行うものであり、好んで入院するものではありません。

患者さんへのアメニィティーのテレビを無くすことは、出来ません。  

 

 

このような観点から、「公平負担のための受信料体系の現状と課題に関する研究会」において、 

入院患者さんが、視聴するテレビの受信料について「免除の検討」も、是非、議論いただければと存じます。 

 

 

現在、ＮＨＫ受信料負担していない協会員会社もあり、受信料支払いにおいては、 

激変緩和措置を講じていただくよう、併せてお願いいたします。  
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